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新潟県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月30日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第25号 

新潟県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県港湾管理条例施行規則（昭和38年新潟県規則第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別記 

第１号様式（第２条関係） 

 （略） 

    岸     壁 

    係留施設の桟橋 

係 船 く い 使用許可申請書 

    物揚場（係船） 

    係 船 護 岸 

 （略） 

（略） 

保

障

契

約

情

報 

保障契約締結の

有無 

【有・無】 

※保障契約証明書等の

番号（保障契約証明書

等を有している場合） 

 一般船舶等保

障契約証明書 

 

 難破物保障契

約証明書 

 

 ＣＬＣ条約証

書（油による

汚染損害につ

いての民事責

任に関する保

険その他の金

銭上の保証の

証明書） 

 

 バンカー条約

証書（燃料油

による汚染損

害についての

民事責任に関

する保険その

他の金銭上の

 

別記 

第１号様式（第２条関係） 

 （略） 

    岸      壁 

    係留施設のさん橋 

係 船 く い 使用許可申請書 

    物揚場（係船） 

    係 船 護 岸 

 （略） 

（略） 

保

障

契

約

情

報 

保障契約締結の

有無 

【有・無】 

※保障契約証明書等の

番号（保障契約証明書

等を有している場合） 
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保 証 の 証 明

書） 

 ナイロビ条約

証書（難破物

の除去につい

ての責任に関

する保険その

他の金銭上の

保 証 の 証 明

書） 

 

※保障契約証明

書等を有していな

い場合の記入事項 

（燃料油濁損害

に係る保障契約に

あつては総トン数

100トン以上1,000

トン以下の一般船

舶、船体撤去の費

用に係る保障契約

にあつては総トン

数100トン以上300

トン未満の一般船

舶に限り、①から

⑤までの項目を記

載することによ

り、保障契約証明

書等に代えること

ができる｡) 

（略）  

④燃料油濁損

害及び船体

撤去の費用

を担保・塡

補する契約

となつてい

るか 

（略） 

（略）  

（略） 

（略） 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保障契約証明

書等を有していな

い場合の記入事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）  

④燃料油濁損

害及び船体

撤去の費用

を担保・填
てん

補する契約

となつてい

るか 

（略） 

（略）  

（略） 

（略） 

 （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


